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１．総則 

1.1 業務の件名 

「クルーズプロモーション映像制作業務」（以下「本業務」という）とする。 

1.2 仕様書の目的 

本仕様書は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（以下「OCVB」という）が受託事

業者に委託する本業務に関する仕様を示すものとする。 

 

２．業務概要 

2.1 業務目的 

沖縄をクルーズ船寄港地として効果的にプロモーションを行うため、船社訪問や展示会にお

ける放映用並びに提供用動画として、沖縄県内港湾施設とその周辺の観光情報、また本県の

概要情報および空港からの利便性等総合的な魅力を伝えることを目的とする。 

 

2.2 業務委託の範囲 

本仕様書が規定する業務委託の範囲は次のとおりとする。 

 (1)映像制作業務 

(2)管理業務 

(3)業務実施報告 

 

2.3 提案総額の上限 

提案総額の上限は、4,500,000円（消費税及び地方消費税を含む）の範囲内とする。ただし、

この金額は企画提案のため提示した金額であり、実際の契約金額とは異なる。 

2.4 成果物等一覧 

受託事業者が提出すべき成果物等は表 1のとおりとする。 

 

表 1 成果物等一覧 
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項 目 内 容 

DVD 2枚 

ＤＶＤ－ＶＩＤＥＯ形式 2枚 

※メニューにて言語選択（英・中・日）を可能にすること。 

※場面毎にチャプター分けをし、全体メニューも作成する

こと。 ※ディスクには、盤面印刷を施すこと。また、トー

ルケースデザインジャケットの装丁を施すこと。 

 

電子データ 3本 

①OCVB運営ウェブサイトおよび動画共有サイト等への掲

載用として、上記 DVD内容を YouTube等の動画共有サイト

にふさわしい形式にてデータを提出すること。②ナレーシ

ョン原稿（英・中・日）のデータ一式 ③DVDラベルおよ

びパッケージデザインのデータ一式 

＊USBメモリスティックまたは DVDでの提出とすること。 

業務報告書 
① 業務完了報告書 ②証憑 ③ 許認可申請及び許可書等の

書類の原本もしくはコピー 

2.5 契約期間  

・契約締結の日から平成 28年 3月 10日 (木)まで 

 

2.6 企画書の提出期限 

提出方法：平成 27年度「クルーズプロモーション映像制作業務」企画コンペティション応募要綱 

「7．手続き及びスケジュール」「10．応募書類等」の規則に従い全ての書類を、持参

または郵送のいずれかにて提出。 

提出場所： 〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831番地 1 沖縄産業支援センター2階 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

海外事業部 海外プロモーション課   担当：城間・龍・國場  

提出期限： 平成 28年１月 20日（水）  午後 12時（必着）まで 

 

2.7 瑕疵担保責任 

OCVBへの引き渡し日から起算して 1年の間、成果物に瑕疵があるときは、受託事業者は無償で当該

成果品の修補を行うこと。 

 

2.8 著作権・特許等 

(1)  受託事業者は、本業務で作成された成果物に関し、全ての著作権及び使用権を OCVB に無償    

で譲渡するものとする。ただし、委託前から受託事業者の構成者が権利を有する著作物及び 

第三者が権利を有する著作物を利用する場合は事前に OCVBに承諾を得るものとする。 
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(2) 本業務の成果物に係る著作権、特許権その他の知的財産に関する一切の紛争については、訴

訟費用も含め、すべて受託事業者において責任を負うものとする。 

(3) 著作者人格権については行使しないものとする。 

(4) 著作権法上、上記条件を満たさないデータの使用は禁ずる。 

(5）上記条件を満たすのに費用が過大となり、充分な広報展開ができない事が見込まれる場合に

おいては、協議するものとする。 

３．要求仕様 

3.1 業務条件 

以下の条件内で提案すること 

 

(1） 業務概要  

①沖縄のクルーズプロモーション映像制作に係る作業の一切を行うこと。  

※企画、台本作成、演出、出演者との調整、素材作成、取材、撮影、編集、ナレーショ

ン、収録、ＢＧＭ音源制作、選曲等  

（2）映像構成  

①収録内容は、沖縄の概要（位置、面積等）、歴史、文化、自然、産業の素材を組み合わ

せたものとする。  

 

②視聴者に、沖縄県内港湾施設の魅力を短時間で伝え、強いインパクトを与えるよう、 工

夫された映像と、ストーリー性のある訴求効果の高い映像を制作すること。  

 

③映像は、2編制作すること。2分（全体のダイジェスト版）、40分（全編）バージョン

とする。 

 

④映像構成は 4部構成とすること（全編 40～45分程度） 

第一部 /5分程度のイントロダクション（沖縄の歴史・地理・気候・文化等） 

第二部 /15分程度の沖縄本島港湾施設/観光地紹介（那覇港/本部港/中城港湾） 

第三部/10分程度の八重山諸島港湾施設/観光地紹介（石垣港/西表船浮港） 

第四部/10分程度の宮古島港湾施設/観光地紹介（平良港） 

 

⑤ナレーション及びキャプションを挿入し、視聴者が分かりやすい映像とすること。 

 

⑥ナレーション及びキャプションは英語、中国語及び日本語の３言語にすること。 

 

⑦多言語翻訳については、確実にネイティブチェックを行うこと。  

 

⑧地域の特性や映像の内容に合った音楽を挿入すること。  
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（3）映像規格 

 ①ＨＤ方式による撮影を基本とし、 映像圧縮は最低限に留め、高画質な映像を確保す

ること。 

 

3.2 注意事項 

提案内容については、以下の点に留意すること。 

・入選者の選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価し決定する。このため、事業を実

施するにあたっては、OCVBと協議して進めていくものとし、提案された内容を全て実施するこ

とを保証するものではない。 

・本業務にて使用する映像素材は、原則として契約事業社が用意すること。 

・本仕様書記載の業務内容は、実施段階において、予算や諸事情によって変更することがある。 

・プロジェクトマネジメント、業務執行体制、業務内容及び事業スケジュール詳細等を示した実

施計画を策定し OCVBの承認を得ること。なお、実施する業務内容については事業者側の提案

を基に OCVBと協議のうえ決定する。 

・本県業務の実施に必要な能力、資格、経験を有する業務責任者及び作業者を定めるとともに、

業務実施体制を明らかにすること。また、受託期間中は、専任の担当者（OCVBとの連絡調整担

当者）を配置すること。 

・本件業務の実施に必要な各種法令や条例に基づいた各許認可の手続きについては、原則として

受託事業者が代行して行うこと。また、各許認可手続きに必要となる手数料の経費については、

予算額に含むものとする。 

 


